
に
努
め
る

❺
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、

寝
具
や
衣
類
・
カ
ー
テ
ン
な
ど

は
、
防
炎
製
品
を
使
用
す
る

❻
火
災
を
最
小
限
に
抑
え
る
た

め
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設

置
す
る

❼
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
方

を
守
る
た
め
に
、
近
所
の
協
力

体
制
を
整
え
て
お
く

▪
平
成
30
年
度
防
火
標
語

　
忘
れ
て
な
い
？

　
サ
イ
フ
に
ス
マ
ホ
に

　
火
の
確
認

▼
予
防
課

☎
23‐４
０
７
４

23‐０
１
８
０

水
道・排
水
設
備
指
定
工
事

店
の
新
規
追
加

１
０
０
０
９
８
３

１
０
０
４
８
６
１ 

　
給
水
工
事
は
、
田
原
市
指
定
給

水
装
置
工
事
店
へ
、
下
水
道
な
ど

に
接
続
す
る
場
合
は
、
田
原
市
排

水
設
備
指
定
工
事
店
へ
必
ず
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

▪
新
規
追
加

㈱
テ
イ
ク（
豊
橋
市
山
田
一
番
町
）

☎（
０
５
３
２
）47‐８
５
５
８

▼
水
道
課

分
か
ら
な
い
な
ど
、
再
就
職
の
不

安
や
悩
み
を
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

日
時：
３
月
18
日（
月
）午
後
１
時

～
４
時
※
相
談
時
間
は
１
人
50

分
以
内　

場
所：
田
原
福
祉
セ
ン

タ
ー　

申
込
：ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
市

Ｈ
Ｐ
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に

て▼
商
工
観
光
課

☎
23‐３
５
２
２

22‐３
８
１
７

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

３
月
１
日
金
～
７
日
木

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
寒
さ
も
和

ら
ぎ
、
火
へ
の
注
意
が
緩
み
が
ち

に
な
り
ま
す
。
火
災
か
ら
命
や
財

産
を
守
る
た
め
に
、
火
の
取
り
扱

い
に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▪
住
宅
防
火
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

❶
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
し
な
い

❷
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
物

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
う

❸
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

❹
全
て
の
住
宅
に
設
置
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
「
住
宅
用
火
災

警
報
器
」
を
設
置
し
、
日
頃
か

ら
点
検
を
行
い
、
適
正
な
管
理

求
人
受
付
の
取
り
扱
い
変
更

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋・田
原
）

１
０
０
２
３
５
１

　

田
原
市
地
域
職
業
相
談
室
で

は
、現
在
第
２・第
４
水
曜
日
（
月

２
回
）
に
求
人
を
募
集
す
る
事
業

者
か
ら
の
受
け
付
け
を
行
っ
て
い

ま
し
た
が
、
第
２
水
曜
日
（
月
１

回
）
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

　
当
面
の
間
、
毎
月
第
４
水
曜
日

は
、
求
人
票
の
受
理
は
可
能
で
、

後
日
豊
橋
公
共
職
業
安
定
所
か
ら

電
話
な
ど
に
よ
り
指
導
・
確
認
と

な
り
ま
す
。

▼
地
域
職
業
相
談
室

☎
24‐０
０
５
０

マ
マ・ジ
ョ
ブ・あ
い
ち
出
張

相
談　
　
　

１
０
０
５
２
６
８

　
出
産
・
育
児
な
ど
で
離
職
し
再

就
職
を
考
え
て
い
る
女
性
に
対
し

て
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
無
料

相
談
を
実
施
し
ま
す
。
退
職
し
て

か
ら
ブ
ラ
ン

ク
が
長
く
て

不
安
、
再
就

職
の
準
備
を

何
か
ら
始
め

た
ら
よ
い
か

☎
23‐３
５
３
２

22‐３
１
８
４

▼
下
水
道
課

☎
23‐３
５
２
５

22‐３
１
８
４

【
縦
覧
】下
水
道
事
業
計
画

変
更
等
に
伴
う
関
係
図
書

１
０
０
４
７
０
３

　

赤
羽
根
町
に
お
け
る
汚
水
事
業

区
域
の
拡
大
、
赤
羽
根
浄
化
セ
ン

タ
ー
へ
し
尿
受
入
施
設
を
追
加
す

る
こ
と
に
伴
う
、
田
原
市
公
共
下

水
道
事
業
変
更
計
画
案
及
び
東
三

河
都
市
計
画
下
水
道
事
業
田
原
公

共
下
水
道
認
可
申
請
案
に
つ
い
て

縦
覧
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間：２
月
４
日（
月
）～
18
日

（
月
）（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）　
縦
覧
時
間：午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分
　
縦
覧
場
所：

下
水
道
課
（
北
庁
舎
２
階
）

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
下
水
道
課

☎
23‐３
５
２
５

22‐３
１
８
４

■あなたの情報が狙われています！サイ
バーセキュリティ対策は確実に！！
～「みーつけた。」　写真でばれる
　あなたの居場所～
　秋元美空さん（福江中学校）の標語が愛
知県警察生活安全部長賞を受賞しました！

　インターネットに投稿した写真の情報や背景
などから、あなたの住んでいる場所が分かってし
まうことがあります。場合によっては、ストーカー
被害に発展する危険性もあります。
　インターネット上に投稿をする
際は、十分に注意しましょう。
　サイバー犯罪はあな
たの身近に忍び寄って
います。

▶田原警察署☎23-0110
田原警察署だより

T A H A R A
≫田原市のデータ

交通事故発生件数

窃盗犯罪発生件数

火災・救急件数

※（　）内の数字は
　平成30年の累計

12月

●人身17件（195件）
●負傷24人（247人）
●死亡0人（5人）
●物損111件（1333件）

●侵入盗0件（30件）
●乗物盗1件（17件）
●非侵入盗2件（93件）

●火災3件（30件）
●救急209件（2489件）
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